
ケアマネジメント概論

ケアマネジメントのプロセスと技術について理解する。
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講義の目的
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●センターの目的
障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等

の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面

における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ること

を目的とする。

●センターの業務
就業及びそれに伴う日常生活上の支援の必要とする障害者に対し、

センター窓口での相談や職場訪問等により指導、相談を実施。

・就業支援部門
・生活支援部門
・関係機関との連携調整

障害者就業・生活支援センターの概要

相談・支援に関わる費用はかかりません



①就業支援部門

②生活支援部門

③関係機関との連携調整

障害者就業・生活支援センターの概要
●具体的な業務内容

・金銭管理に関する助言・支援
・通院の同行
・健康管理の助言・支援
・各種手続きに関する支援
・休日の過ごし方（余暇）に関する支援

・就職に関する相談・指導・助言
・職業準備訓練、職場実習のあっせん
・求職活動の支援
・職場訪問等による職場定着に関わる支援
・事業所に対する障害者の雇用管理について

の相談・助言

・福祉サービスを利用している方の調整
・就労支援施設との情報交換
・特別支援学校生への進路指導・助言
・相談支援専門員との離職者に対する相談
・ハローワーク、障害者職業センターとの

チーム支援



ケアマネジメントとは

①ケアマネジメントの枠組み

②ケアマネジメントで大切にしたい

「７つのキーワード」

③ケアマネジメントのサイクルについて



ケアマネジメントの枠組み



ケアマネジメントの枠組み①
「定義」

多様なニーズを持った人々が、自分の機能を

最大限発揮して健康に過ごすことを目的として
フォーマル及びインフォーマルな支援と活動の
ネットワークを組織し、調整し、維持することを
計画する人（チーム）の活動と定義される。

デイビットP．マクスリー



ケアマネジメントの枠組み②
「２つの目的」

①
生活困難者に対して、様々な支援を
組み合わせて提供すること。

セルフケア能力の向上

②
一つの事例を通して色々な領域の
様々な職種や家族や近隣をつなげる
こと。

地域のコミュニティづくり



利用者

サービスの集中

ケアマネジメントの枠組み③

「必要性」
施設内生活 地域生活

今まではケアマネジメントは必要なかった
・地域に障害者が暮らしていない
・施設中心だった
・専門分化（学校、病院、家庭等）して完結的

１．脱施設化（による脱集中化）
２．複数のニーズ

３．専門分化

４．サービスの断片化

５．社会的相互関係
６．費用対効果



主人公は、
「いい家を作りたい。
幸せな家庭を作りたい」
というお客さん

大工

左官
水道

その
他

航空
会社

名所
穴場

現地ガ
イド

保険

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙ
ツアー

その他

主人公は、
「楽しい旅行がしたい。
新しい発見がしたい。」
というお客さん

家を建てるときは、
建築会社の営業マンが
ソーシャルワーカー

旅行に行くときは、
旅行会社のプランナー
がソーシャルワーカー

【障害者が地域で生活するとき】

設備

外溝



ケアマネジメントの枠組み④
「対象」

軽い 重い

急ぐ ☓ ☓
急がない ☓ ○

「危機介入」

「ケアマネジメント
の対象」

※「重い」=複数ニーズを持つ事例

全てケースがケアマネジメントの対象ではない



ケアマネジメントの枠組み⑤
「歴史」

• １９７０年代のアメリカで出現。

※発端は1950年代以降の精神病院や入所施設の福祉関連費の増大

• 精神障害者のコミュニティケアを推進することが目的。

※そのため州立の精神病院を２分の１を閉鎖していった

• 当時の課題として、①生活基盤となる「福祉住宅」の整備

②生活ニーズとサービスを繋げるシステムの整備

手法・アプローチとしてケースマネジメントが登場した！

※このアプローチが精神障害者だけでなく他の社会的弱者に波及し利用された。

抗精神薬
の発見により
地域生活での

療養が選択肢の
一つになった



ケアマネジメントの枠組み⑤
「日本のケアマネジメントの開発経過」

 １９９３・４年からケアマネジメントの検討を開始

 １９９５年 「障害者にかかわる介護サービス等の提供の方法及び評価に関する検討会」
ケアガイドライン検討会

 １９９８年 障害者介護等支援施行事業の開始

ケアマネージャー指導者養成研修開始→全国で開始
 １９９９年 テキスト発行

 ２０００年 障害者介護等支援事業検討会（三障害）

介護保険制度創設、介護支援専門員（ケアマネージャー）によるケアマネジメント

 ２００２年 厚生労働省より「ケアガイドライン」
三障害指導者養成研修開始

全国でも三障害合同研修へ
障害者ケアマネジメント従事者と変更

 ２００３年 市町村において「障害者ケアマネジメント事業」上級研修の開始
 ２００４年 三障害統合の方向へ

グランドデザインにおいてもケアマネジメントを計画
上級研修検討会議においてケアマネジメント従事者と上級者の役割分担などを検討

 ２００６年 障害者自立支援法において制度化
 ２０１３年 障害者総合支援法施行



ケアマネジメントで大切にしたい

「７つのキーワード」



ケアマネジメントのキーワード①
『ストレングスモデル』

• ストレングスとは、「強み」と訳される。
内的資源
（本人）

環境面
（社会資源）

・能力
・意欲
・嗜好
・資産
・関心

・家族
・近隣
・ボランティア

人は必ず、ウィークネス（弱さ）とストレングス（強さ）の両面があること。
この両面の視点/考え方が重要である。



疾病・変調

脳挫傷

機能

障害

下肢麻痺

能力

障害

自立歩行不可

社会的不利

バリアフリー
化の環境が無
いため出勤で
きず会社を退
職、就職困難

者に

ICIDH（国際障害分類）

ケアマネジメントのキーワード①
『ストレングスモデル』

参加活動心身機能

健康状態

個人因子環境因子

ICF（国際生活機能分類）

医学モデルから生活・社会モデルへの転換へ

個人の問題
問題志向型

社会の問題
目標志向型



障
害

健
康

社会的な出来事に関与したり、
役割を果たりする事。

生きていくのに役立つさま
ざまな生活行為の事。

ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・仕事・
趣味

身体の動きや精神の働き、ま
た身体の一部の構造の事。

健康状態

性別、年齢、体力、ライフスタイル、習
慣、生育歴、困難への対処方法、社会的

背景、教育歴、職業歴、過去や現在

個人消費用の物質、移動や交通のための用
具、仕事のための用具、文化・レクリエー
ション・スポーツ用の用具、資産、加えて
気候や光、音などの自然環境、さらに家族
や友人、サービズ提供者などの存在

生
活
機
能

背
景
因
子

心身機能・身体構造の障害 活動の制限 参加制約

心身機能・身体構造 活動 参加

環境因子 個人因子



３つのモデルについて
医学モデル 社会モデル 生活モデル

障害とは 身体疾患や身体の

変調によって起こる。

社会・環境に

よって起こる。
身体的 精神的 社会環境的な側
面の関係性で障がいを捉える。

社会適応
の手段

治療・リハビリテー
ションによる。

社会・環境の側

の改善による。

・専門家視点優先からの脱却

・利用者と協同で支援。

アセスメ
ント

ケアプラ
ン

問題志向型。 目標志向型。 主体性尊重型。（対等性を強調）
伴走支援型。（側面を支持）



『エンパワメント』

ケアマネジメントはエンパワメントの考え方が背景にある

パワーレス

パワー100％

ともにその障壁を
解決する作業

コミュニケーション
で想いを引き出す。

自分の状態がわかり

問題解決の糸口に
気づく

本来の力を
失っている

状態

自己につい
て否定的な
想いを抱い
てそれを変
えることが
出来ない状

態

支援の技術

・パートナーの関係を作る
・課題の焦点を支持し続ける
・問題解決の学習や自己決定の

機会を提供する

支援の視点

・自分の状態の気付き
・資源の知識の獲得
・社会との関係の見直し
・問題解決の技術の習得

自分の物語を語る
自分の歌を歌う

セルフケア能力が高まり、
QOLが高まる



ケアマネジメントのキーワード②
『対等な関係性』

• ケアマネジメントを行う人と受ける人との間
の対等な信頼関係が必要である。

→利用者は、決して劣った立場でなく社会に対して積極的

に参加する権利を有する。

→利用者とケアマネジメント従事者は対等の立場から当事

者の支援やサービスについて話し合える必要がある。



ケアマネジメントのキーワード③
『オープンシステムによる発想』

ケアマネジメントをオープンシステムで考える。

→個人・法人の枠を超え、資源はその地域社会の中

で活用する。

→ケアマネジメント従事者自身が所属に縛られる

ことなく資源を活用する。



ケアマネジメントのキーワード④
『当事者性・自己決定の支援』

• 支援は、利用者個人のニーズは利用者自身が
もっともよく知っているという考えに基づき
行われる。

→自己決定を促すために、本人の能力にあった

判断材料や説明に工夫する必要がある。

→意思決定をしたくなるような豊かな暮らし・

安心して生活できる環境をコーディネート。

→意思決定支援（ガイドライン参照）

支援者に否定的な考えがあると成り立たない
ので注意。



ケアマネジメントのキーワード⑤
『アドボカシー』

• 当事者の人権に配慮し、その権利を擁護する

視点を尊重する。
→本来の意味は、

「葛藤を最低減に抑えて問題解決を図ること」

→利用者のニーズを満たすはずの社会資源が機能を発揮し

ない場合に、その利用者のために機能するように働きか

けること。



ケアマネジメントのキーワード
『⑥共生社会』『⑦社会的な交流への配慮』
⑥利用者が可能な限り地域社会の中で家族や市民とともに

生活出来るような共生社会を目指す。また、上記を満た

すためにサービスの選択肢を増やすような地域づくりや

啓蒙活動の視点も重要。

⑦利用者と必要なサービスを結びつけるだけでなく、本人

や家族が孤独しないように社会的な交流にむけて開かれ

るように配慮する。



意思決定支援について
厚生労働省：福祉サービス利用等のガイドラインから

◆定義
障害者への支援の原則は
自己決定の尊重であるという前提

意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者
が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送る
ことができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援
し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本
人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の
最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組
みをいう。



◆意思決定を構成する要素

①本人の判断能力

②意思決定支援が必要な場面

・日常生活（食事、衣類の洗濯、外出、余暇等）

・社会生活（誰と、どこで、どんな生活を送るか）

③人物・物理的環境による影響

意思決定支援について
厚生労働省：福祉サービス利用等のガイドラインから



◆意思決定支援の基本的原則
①本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則。

②職員等の価値観において不合理と思われる決定でも、他者への権

利を侵害しないのであればその選択を尊重するよう努める姿勢が

求められる。
③意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集

まって、本人の日常生活の場面や事業者のサービス提供場面にお
ける表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまで
の生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根拠を明確にしなが
ら障害者の意思及び選好を推定する。

意思決定支援について
厚生労働省：福祉サービス利用等のガイドラインから



◆最善の利益の判断

①メリット・デメリットの検討

②相反する選択肢の両立

③自由の制限の最小化

意思決定支援について
厚生労働省：福祉サービス利用等のガイドラインから



◆枠組み

①意思決定支援責任者の役割

②意思決定支援会議の開催

③意思決定が反映された計画の作成とサービスの提供

④モニタリングと評価及び見直し

意思決定支援について
厚生労働省：福祉サービス利用等のガイドラインから



◆その他

・意思決定支援における意思疎通と合理的配慮

・意思決定支援の根拠となる記録の作成

・支援員の知識・技術の向上

・関係者、関係機関との連携

・本人と家族等に対する説明責任等

意思決定支援について
厚生労働省：福祉サービス利用等のガイドラインから
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計
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計
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れ
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と
選
好
等
の
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本
人
が
自
ら
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

意思決定に関する記録のフィードバック

～意思決定支援の流れ～



※アセスメント

・本人の意思確認

・日常生活の様子の観察

・関係者からの情報収集

・本人の判断能力、自己理解、

心理的状況等の把握

・本人の生活史等、人的

・物理的環境等のアセスメント

・体験を通じた選択の検討 等

※関係者等

・教育関係者

・医療関係者

・福祉事務所

・市区町村の虐待対応窓口

・保健所等の行政関係機関

・障害者就業・生活支援センター

等の就労関係機関

・ピアサポーター等の障害当事者

による支援者 ・本人の知人 等

～意思決定支援の流れ～



意思形成支援 意思表出支援

意思決定支援



意思形成支援

意思表出支援


